
 

吉川松伏消防組合管内における不審火の発生について 

 

 

吉川松伏消防組合管内の吉川市内において、平成３０年

４月下旬から５月上旬にかけて、次のとおり不審火が発生

しております。また、隣接する越谷市内におきましても８件

の不審火が発生しています。 

市町民の皆様には、事業所、家屋など周辺に燃えやすいも

のが置かれていないかなど、特に深夜帯において、発生して

おりますので、就寝前などに周囲の点検などをお願いしま

す。 

 

発生日 出火時刻 発生場所 

４月２２日（日） 午前２時頃 吉川市川藤地内 

４月２２日（日） 午前４時頃 吉川市鍋小路地内 

５月２日（水） 午前１時頃 吉川市吉川地内 

５月２日（水） 午前４時頃 吉川市川藤地内 

 

当消防組合では、不定期により消防車両による夜間パトロ

ールを実施しており、不審火を発見した場合は、早急に１１

９番通報をして頂きますよう、ご理解とご協力をお願いし

ます。 

 

 


